
橋
市
大
国
町
）　

▼
内
容
＝
「
相
続
」「
遺

言
」　

▼
講
師
＝
公
証
人
・
法
務
局
職
員

▼
定
員
＝
70
名（
先
着
順
／
事
前
申
し
込

み
が
必
要
）　

▼
受
講
料
＝
無
料　

▼
申

し
込
み
＝
電
話
ま
た
は
直
接
／
11
月
４
日

（
水
）
午
前
８
時
30
分
か
ら
予
約
受
付
開

始※
公
共
交
通
機
関
で
の
ご
来
場
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
総
務
課

☎（
０
５
３
２
）54
局
９
２
７
８

東
三
河
海
岸
漂
着
物
学
習

セ
ミ
ナ
ー

▼
日
時
＝
11
月
８
日
（
日
）
①
午
前
９
時

15
分
～
正
午
②
午
後
１
時
～
４
時　

▼
場

所
＝
蒲
郡
市
形
原
公
民
館　

▼
内
容
＝
①

小
学
生
以
上
と
保
護
者
向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
海
岸
に
漂
着
し
た
ご
み
で
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー

ム
を
楽
し
み
ま
す
。）
②
一
般
向
け
（
親

子
参
加
可
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
海
岸
に
漂
着

し
た
ご
み
を
材
料
に
モ
ビ
ー
ル
を
作
り
ま

す
。）　

▼
定
員
＝
各
50
名
（
申
込
者
多
数

の
場
合
は
抽
選
）　

▼
参
加
料
＝
無
料　

▼
申
し
込
み
＝
10
月
23
日
（
金
）
ま
で

に
、
は
が
き
に
て
（
代
表
者
の
住
所
・
氏

名
・
電
話
番
号
と
参
加
者
全
員
の
氏
名
・

年
齢
・
性
別
、
参
加
し
た
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
明
記
）
／
締
切
日
必
着　

▼
申
し
込
み

先
＝
名
鉄
観
光
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
岡
崎

支
店
（
〒
４
４
４

－
０
８
６
０　

岡
崎
市

明
大
寺
本
町
３

－
17　

角
金
ビ
ル
）　

▼
愛
知
県
東
三
河
総
局
県
民
環
境
部
環
境

保
全
課

☎（
０
５
３
２
）35
局
６
１
１
５

生
活

LIFE

10
月
は
ク
リ
ー
ン
排
水
推
進
月
間

浄
化
槽
強
調
月
間

　

愛
知
県
で
は
、
毎
年
10
月
を
「
ク
リ
ー

ン
排
水
推
進
月
間
」
お
よ
び
「
浄
化
槽
強

調
月
間
」
と
定
め
、
家
庭
で
の
生
活
排
水

対
策
や
浄
化
槽
の
適
正
管
理
な
ど
を
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。

　

生
活
排
水
対
策
は
、
一
人
一
人
の
取
り

組
み
が
大
き
な
効
果
に
つ
な
が
り
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み

ま
せ
ん
か
。

▪
身
近
な
生
活
排
水
対
策

◦
食
べ
残
し
・
飲
み
残
し
を
減
ら
す
。

◦
三
角
コ
ー
ナ
ー
や
水
切
り
ネ
ッ
ト
を
活

用
し
、
汚
れ
を
取
り
除
く
。

◦
使
用
済
み
油
は
新
聞
紙
な
ど
に
吸
わ
せ

て
可
燃
ご
み
と
し
て
捨
て
る
。

◦
食
器
や
鍋
の
油
汚
れ
は
ま
ず
新
聞
紙
な

ど
で
拭
き
取
る
。

◦
洗
剤
は
適
量
を
計
っ
て
使
う
。

障
害
者
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座

（
在
職
者
訓
練
）

▼
対
象
＝
主
に
在
職
中
の
障
害
者
の
方
で

基
本
的
な
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
が
で
き
る
方

▼
訓
練
コ
ー
ス
＝
エ
ク
セ
ル
（
マ
ク
ロ
・

Ｖ
Ｂ
Ａ
）　

▼
日
時
＝
11
月
７
日
（
土
）・

14
日
（
土
）　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

▼
場
所
＝
愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

▼
定
員
＝
10
名
（
申
込
者
多
数
の
場
合
は

抽
選
）　

▼
受
講
料
＝
無
料　

▼
申
し
込

み
＝
10
月
30
日
（
金
）
ま
で
に
Ｅ
メ
ー
ル

ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
は
が
き
に
て（
訓
練
コ
ー

ス
名
・
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話

番
号
・
障
害
の
程
度
を
明
記
）
／
締
切
日

必
着

▼
愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

（
〒
４
４
１

－

１
２
３
１　

豊
川
市
一
宮

町
上
新
切
33

－

14
）

☎（
０
５
３
３
）93
局
２
１
０
２

（
０
５
３
３
）93
局
６
５
５
４

noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp

法
務
局
市
民
講
座
を

開
催
し
ま
す

　

暮
ら
し
の
身
近
な
法
律
問
題
に
つ
い

て
、「
市
民
講
座
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
11
月
18
日（
水
）午
後
１
時
30
分

～
４
時
30
分（
午
後
１
時
開
場
）　

▼
場
所

＝
豊
橋
地
方
合
同
庁
舎
６
階
会
議
室（
豊

▪
浄
化
槽
の
適
正
管
理

　

浄
化
槽
の
管
理
を
行
う
方
は
、
保
守
点

検
・
清
掃
の
実
施
・
法
定
検
査
を
受
け
る

こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
愛
知
県
環
境
部
水
地
盤
環
境
課

☎（
０
５
２
）９
５
４
局
６
２
１
９

10
月
は
土
地
月
間

　

国
土
交
通
省
で
は
毎
年
10
月
を
「
土
地

月
間
」、
10
月
１
日
を
「
土
地
の
日
」
に

指
定
し
、
土
地
に
つ
い
て
の
理
解
と
関
心

を
高
め
る
よ
う
な
施
策
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

土
地
は
、
国
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た
貴

重
な
資
源
で
す
。
将
来
の
子
ど
も
た
ち
の

た
め
、
明
日
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
た
め
に

も
、
土
地
の
適
切
な
利
用
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23
局
３
５
３
５

22
局
３
８
１
１
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